
 

 

          記 者 配 布（発表）資 料 

  発信年月日：令和３年９月１日 

所属部課 課 長 担当職氏名 
連 

絡 

先 

TEL 0837-22-3526 

 

FAX 0837-22-3564 
教育委員会 

生涯学習・文化財課 
大迫  聡 主査 村岡 孝洋  

件 名 「令和３年度 第２回長門市人権教育セミナー」の開催について 

 

１ 日 時  令和３年９月１１日（土） 

        ９：３０～１０：００  受付 

       １０：００～１０：０５  開会行事 

       １０：０５～１１：２０  ビデオフォーラム 「あした咲く」 

       １１：２０～１１：３０  閉会行事 

 

２ 会 場  長門市しごとセンター セミナールーム（３階） 

 

３ 趣 旨   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 主 催  長門市教育委員会 

主 管  長門市人権教育推進委員会 

 

５ 参加対象  市民、市内の各企業・事業所、官公庁、学校関係者 

社会教育・福祉関係団体等        ※定員４０名程度 

 

２１世紀は「人権の世紀」といわれており、人権の尊重が国際的な潮流として大きな
高まりを見せています。私たちは、誰もがかけがえのない人間として尊重され、差別の
ない明るく住みよい社会の実現を強く望んでいます。しかし、現実には男女共同参画に

関する問題、子どもの問題、高齢者問題、障害者問題、同和問題、外国人問題、罪や非
行を犯した人の問題、犯罪被害者と家族の問題、環境問題、インターネットにおける問
題、プライバシーの保護、拉致問題、インフォームド・コンセントの推進、感染症の問

題、ハンセン病問題、性同一性障害の問題など、さまざまな差別や人権問題が内在して
います。 
人権に関わる問題への理解と認識を深め、さらに、人権問題の解決を自らの課題とし

て受け止め、人権尊重の生き方を地域や職場に広めていくことをめざし、このセミナー
を開催します。 


